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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方向に伸びる複数の走査信号線と、他方向に伸びる複数のデータ信号線と、上記走査
信号線および上記データ信号線の交差部に対応して設けられる複数の画素とを備えるアク
ティブマトリクス型の液晶パネルに対して、外部から入力される複数の画素データからな
る画像信号を補正するデータ処理装置であって、
　緑色成分の表示が行われる第１画素に隣接するデータ信号線によって駆動される、青色
成分または赤色成分の表示が行われる第２画素の画素データを取得し、
　上記第２画素の画素データで示される階調値が０から所定の第１の値までの間の値であ
る場合に、該階調値を上記第１の値に補正する補正処理部を備えることを特徴とするデー
タ処理装置。
【請求項２】
　上記補正処理部が、上記画像信号に含まれる各色成分の画素データ毎に独立して行うガ
ンマ補正を行う独立ガンマ補正処理部であることを特徴とする請求項１記載のデータ処理
装置。
【請求項３】
　上記各色成分の画素データの値とガンマ補正後の値との組み合わせに対応した補正量デ
ータを格納する補正量記憶部をさらに備え、上記補正処理部が、上記補正量記憶部を参照
することによって補正を行うことを特徴とする請求項２記載のデータ処理装置。
【請求項４】
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　一方向に伸びる複数の走査信号線と、他方向に伸びる複数のデータ信号線と、上記走査
信号線および上記データ信号線の交差部に対応して設けられる複数の画素とを備えるアク
ティブマトリクス型の液晶パネルと、
　上記走査信号線を選択状態とするゲートオンパルスを、上記走査信号線に順次印加する
走査信号駆動部と、
　１フレーム期間内における所定の複数の水平期間ごとに極性が反転するようにデータ信
号を上記データ信号線に印加するデータ信号駆動部と、
　請求項１記載のデータ処理装置とを備えることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　外部から入力される複数の画素データからなる画像信号を受け取り、上記走査信号駆動
部および上記データ信号駆動部の動作を制御する信号および上記データ信号駆動部に供給
すべき画像信号を出力する表示制御回路をさらに備え、
　上記データ処理装置が、上記表示制御回路に備えられていることを特徴とする請求項４
記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　上記データ信号駆動部が、極性反転駆動を行うとともに、一方の極性が継続する期間を
複数の水平走査期間とすることを特徴とする請求項４記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　上記走査信号線が１以上のブロックに分かれているとともに、各ブロックに含まれる走
査信号線が、さらに複数のグループに分かれており、
　上記走査信号駆動部が、上記走査信号線を上記ブロック単位で順次走査するとともに、
各ブロックの走査においては、上記走査信号線の各グループに対する走査を順次行うこと
によって飛び越し走査方式による駆動を行い、
　上記データ信号駆動部が、走査が行われる上記走査信号線のグループの切り替わり時点
で極性が反転するようにデータ信号を上記データ信号線に印加することを特徴とする請求
項６記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　上記走査信号線を分割するブロックの数が１つであることを特徴とする請求項７記載の
液晶表示装置。
【請求項９】
　上記走査信号線を分割するブロックの数が２つ以上であることを特徴とする請求項７記
載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　上記走査信号線が１以上のブロックに分かれており、
　上記走査信号駆動部が、上記走査信号線に対して順次走査方式による駆動を行い、
　上記データ信号駆動部が、走査が行われる上記走査信号線のグループの切り替わり時点
で極性が反転するようにデータ信号を上記データ信号線に印加することを特徴とする請求
項６記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　上記走査信号線を分割するブロックの数が１つであることを特徴とする請求項１０記載
の液晶表示装置。
【請求項１２】
　上記走査信号線を分割するブロックの数が２つ以上であることを特徴とする請求項１０
記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　請求項４記載の液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信するチューナ部とを備えるこ
とを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項１４】
　一方向に伸びる複数の走査信号線と、他方向に伸びる複数のデータ信号線と、上記走査
信号線および上記データ信号線の交差部に対応して設けられる複数の画素とを備えるアク
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ティブマトリクス型の液晶パネルに対して、外部から入力される複数の画素データからな
る画像信号を補正するデータ処理方法であって、
　緑色成分の表示が行われる第１画素に隣接するデータ信号線によって駆動される、青色
成分または赤色成分の表示が行われる第２画素の画素データを取得するステップと、
　上記第２画素の画素データで示される階調値が０から所定の第１の値までの間の値であ
る場合に、該階調値を上記第１の値に補正するステップとを有することを特徴とするデー
タ処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶に対して電圧を印加することによって画像の表示を行う液晶表示装置に
対して外部から入力される画像信号を補正するデータ処理装置、および液晶表示装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、高精細、薄型、軽量および低消費電力等の優れた特長を有する平面表
示装置であり、近年、表示性能の向上、生産能力の向上および他の表示装置に対する価格
競争力の向上に伴い、市場規模が急速に拡大している。
【０００３】
　液晶表示装置において、液晶層に対して長期間直流電圧を印加し続けると素子が劣化す
るので、長寿命化のために印加電圧の極性を周期的に反転させる交流駆動（反転駆動）を
行う必要がある。
【０００４】
　しかしながら、アクティブマトリクス型液晶表示装置において、１フレーム毎に反転駆
動するフレーム反転駆動方式を採用した場合、液晶誘電率の異方性、画素ＴＦＴ（thin f
ilm transistor：薄膜トランジスタ）のゲート・ソース間の寄生容量に起因する画素電位
の変動、対向電極信号のセンター値のずれなどの種々の要因によって、液晶に印加される
正負電圧に多少のアンバランスが生じることは避けられない。その結果、フレーム周波数
の半分の周波数での微少な輝度変動が生じ、フリッカとよばれるちらつきが視認されると
いう問題がある。これを防ぐために、１フレーム毎の反転に加えて、隣接ライン間、また
は隣接画素間で画素信号を逆極性にする反転駆動方式が一般に採用されている。
【０００５】
　ここで、画素単位で極性を反転させるドット反転を行う場合、データ信号線の信号遅延
により画素の充電率が減少するという問題がある。この問題を抑制するために、複数水平
期間毎（複数行毎）にデータ信号電圧の極性を反転する駆動方式が提案されている。この
ような複数水平期間毎に極性反転する駆動方式は、大きく分けてブロック反転駆動方式と
複数ライン反転駆動方式とがある。ブロック反転駆動方式は、ゲートラインを複数のブロ
ックに分割し、各ブロック毎に飛び越し走査を行う方式である。複数ライン反転駆動方式
は、走査方式は順次走査方式とし、複数のラインの走査が行われる毎に極性を反転させる
方式である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００２－１０８３１２号公報（２００２年４
月１０日公開）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　例えば、ドレイン電圧の実効値の変化が図１４のグラフで示される、４８ラインを１ブ
ロックとするブロック反転駆動方式を用いた液晶表示装置において、中間調である一定の
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階調を緑色一色で画面全体を表示した場合（緑中間調均一表示）、図１２に示されるよう
に、４８ラインピッチの横スジが発生することがある。この横スジが発生する原因として
、液晶表示装置が備える液晶パネル内の、画素とソースラインとの間に生じるカップリン
グが挙げられる。図１３に示されるように、液晶パネルにおいて、緑の画素Ｇ、および青
の画素Ｂ、ならびに、画素Ｇに対応したソースラインＳＧ、および画素Ｂに対応したソー
スラインＳＢが、ソースラインＳＧ、緑の画素Ｇ、ソースラインＳＢおよび青の画素Ｂの
順番で配置されている場合を考える。
【０００８】
　この場合、緑の画素Ｇの容量Ｃｐｉｘは、緑の画素本来の容量Ｃｐｉｘ’、寄生容量Ｃ
ｓｄ自および寄生容量Ｃｓｄ他の和となる。ここで寄生容量Ｃｓｄ自は、緑の画素本来の
容量Ｃｐｉｘ’とソースラインＳＧとの間のカップリングによって生じる寄生容量である
。また、寄生容量Ｃｓｄ他は、緑の画素本来の容量Ｃｐｉｘ’とソースラインＳＢとの間
のカップリングによって生じる寄生容量である。これらの寄生容量が生じているので、ソ
ースラインのソース信号電圧の電圧レベルが変化すると、ＴＦＴにおけるドレイン電圧も
変化することとなる。
【０００９】
　図１４は、ブロック反転駆動方式において緑中間調均一表示が行われた場合の、ライン
毎にドレイン電圧の実効値が変化することを示すグラフである。同図に示すブロック反転
駆動方式では、５０水平期間毎に極性反転が行われており、この５０水平期間内で４８ラ
イン分の駆動が行われている。つまり、２水平期間分がブランク期間となっており、４８
ライン毎に２水平期間のブランク期間が設けられている。
【００１０】
　ドレイン電圧の実効値の変化が図１４のグラフで示されるブロック反転駆動方式では、
奇数行を１ライン～９５ラインまで書き、次に極性反転して偶数行を５０ライン～１４４
ラインまで書き、次に極性反転して奇数行を書くということを繰り返している。よって、
１つのブロックへの書き込みは４８ラインで終了するが、奇数行のスキャンおよび偶数行
のスキャンは、９６ラインが１ブロックとなっている。
【００１１】
　このような駆動が行われる場合、各ラインがゲートオンされるタイミングによって、逆
極性のソース信号電圧の影響を受ける期間が異なることになる。これにより、ドレイン電
圧の実効値が各ラインで異なっている。
【００１２】
　従って、図１４に示されるドレイン電圧の実効値の変化に従って、４８ラインの間で輝
度が徐々に低下するというサイクルが周期的に繰り返されることになる。この４８ライン
毎の輝度の低下によって４８ライン毎の横スジが発生することになる。また、このような
横スジは、赤の中間調均一表示、および青の中間調均一表示が行われた場合にも同様に発
生するが、視覚特性として緑の中間調均一表示において横スジが最も目立つ。
【００１３】
　なお、１フレーム毎に反転を行うフレーム反転駆動方式、および、全画面を飛び越し走
査で駆動する方式においても、上記と同様のメカニズムによって１フレーム内で輝度の低
下が生じることになるので、表示画面の上側から下側にかけて輝度のグラデーションが生
じるという問題がある。また、複数ライン反転駆動方式においても、上記と同様のメカニ
ズムによって複数ライン毎に輝度の低下が生じることになるので、複数ライン毎の横スジ
が発生することになる。
【００１４】
　上記の特許文献１では、ソースドライバから出力されるソース信号電圧の電圧レベルを
シフトさせるための電圧レベル可変手段を備えた液晶表示装置の駆動回路が開示されてい
る。しかしながら、上記のようなブロック反転駆動方式などにおいて生じる横スジの発生
を抑制するために、ソース信号電圧を変化させる技術については開示されていない。
【００１５】
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　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、視覚特性とし
て横スジなどの表示ムラが最も目立つ緑色成分の中間調が均一に表示される場合にも、表
示ムラのない均一な表示を、簡素な構成で液晶パネルに対して行わせることが可能なデー
タ処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明に係るデータ処理装置は、上記課題を解決するために、一方向に伸びる複数の走
査信号線と、他方向に伸びる複数のデータ信号線と、上記走査信号線および上記データ信
号線の交差部に対応して設けられる複数の画素とを備えるアクティブマトリクス型の液晶
パネルに対して、外部から入力される複数の画素データからなる画像信号を補正するデー
タ処理装置であって、緑色成分の表示が行われる第１画素に隣接するデータ信号線によっ
て駆動される、青色成分または赤色成分の表示が行われる第２画素の画素データを取得し
、上記第２画素の画素データで示される階調値が０から所定の第１の値までの間の値であ
る場合に、該階調値を上記第１の値に補正する補正処理部を備える構成である。
【００１７】
　また、本発明に係るデータ処理方法は、一方向に伸びる複数の走査信号線と、他方向に
伸びる複数のデータ信号線と、上記走査信号線および上記データ信号線の交差部に対応し
て設けられる複数の画素とを備えるアクティブマトリクス型の液晶パネルに対して、外部
から入力される複数の画素データからなる画像信号を補正するデータ処理方法であって、
緑色成分の表示が行われる第１画素に隣接するデータ信号線によって駆動される、青色成
分または赤色成分の表示が行われる第２画素の画素データを取得するステップと、
　上記第２画素の画素データで示される階調値が０から所定の第１の値までの間の値であ
る場合に、該階調値を上記第１の値に補正するステップとを有する方法である。
【００１８】
　上記において、第１画素、第２画素を駆動するデータ信号線、および第２画素は、この
順番で並んで配置されることになる。この場合、第１画素の駆動は、第２画素を駆動する
データ信号線との間に生じるカップリングの影響を受けることになる。このカップリング
の影響によって、緑色成分の中間調が均一に表示される場合に、表示位置に応じて輝度が
徐々に変化する表示ムラが生じる。
【００１９】
　これに対して、上記の構成または方法によれば、第２画素の画素データで示される階調
値が０から所定の第１の値までの間の値である場合に、該階調値が第１の値に補正される
ことになる。この場合、緑色成分の中間調が均一に表示される際の第１画素と第２画素と
の階調値の差が小さくなる。したがって、第１画素と、第２画素を駆動するデータ信号線
との間に生じるカップリングの影響によって生じる上記の表示ムラを低減することができ
る。
【００２０】
　また、上記のような補正処理は極めて単純な処理となるので、補正処理を行うための構
成を簡素にすることができる。
【００２１】
　すなわち、視覚特性として横スジなどの表示ムラが最も目立つ緑色成分の中間調が均一
に表示される場合にも、表示ムラのない均一な表示を、簡素な構成で液晶パネルに対して
行わせることが可能となる。
【００２２】
　また、本発明に係るデータ処理装置は、上記の構成において、上記補正処理部が、上記
画像信号に含まれる各色成分の画素データ毎に独立して行うガンマ補正を行う独立ガンマ
補正処理部である構成としてもよい。
【００２３】
　上記の構成によれば、液晶層に対して印加される電圧と光の透過率との関係に関する波
長依存性を各色成分ごとに的確に補償することが可能となるので、表示品位を向上させる
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ことができる。また、この独立ガンマ補正処理部によって、上記第２画素の階調値の補正
を行うので、ガンマ補正処理と第２画素の補正処理とを同じ構成で実現することができる
。よって、装置の簡素化を図ることができる。
【００２４】
　また、本発明に係るデータ処理装置は、上記の構成において、上記各色成分の画素デー
タの値とガンマ補正後の値との組み合わせに対応した補正量データを格納する補正量記憶
部をさらに備え、上記補正処理部が、上記補正量記憶部を参照することによって補正を行
う構成としてもよい。
【００２５】
　上記の構成によれば、上記各色成分の画素データの値とガンマ補正後の値との組み合わ
せに対応した補正量データを格納する補正量記憶部が備えられている。よって、この補正
量記憶部を参照して補正を行うことによって、補正処理を簡易に行うことができる。
【００２６】
　なお、上記のような補正を演算によって行う構成も考えられるが、補正量記憶部の補正
量データを参照して補正を行う構成の方が、簡素な構成でかつ高速に処理することが可能
である。
【００２７】
　また、本発明に係る液晶表示装置は、一方向に伸びる複数の走査信号線と、他方向に伸
びる複数のデータ信号線と、上記走査信号線および上記データ信号線の交差部に対応して
設けられる複数の画素とを備えるアクティブマトリクス型の液晶パネルと、上記走査信号
線を選択状態とするゲートオンパルスを、上記走査信号線に順次印加する走査信号駆動部
と、１フレーム期間内における所定の複数の水平期間ごとに極性が反転するようにデータ
信号を上記データ信号線に印加するデータ信号駆動部と、上記本発明に係るデータ処理装
置とを備える構成である。
【００２８】
　上記の構成によれば、第１画素と、第２画素を駆動するデータ信号線との間に生じるカ
ップリングの影響によって生じる上記の表示ムラを低減するような補正を行うことが可能
となるので、特定の色成分の中間調が均一に表示される場合にも、表示ムラのない均一な
表示を行うことが可能となる。
【００２９】
　また、本発明に係る液晶表示装置は、上記の構成において、外部から入力される複数の
画素データからなる画像信号を受け取り、上記走査信号駆動部および上記データ信号駆動
部の動作を制御する信号および上記データ信号駆動部に供給すべき画像信号を出力する表
示制御回路をさらに備え、上記データ処理装置が、上記表示制御回路に備えられている構
成としてもよい。
【００３０】
　通常、液晶表示装置が備える上記のような表示制御回路では、画像信号に対して例えば
ガンマ補正などの補正処理を行うことが行われている。よって、この補正処理を行う際に
、上記のような第２画素の階調値に対する補正を同時に行うことが可能となる。すなわち
、上記の構成によれば、上記のような第２画素の階調値に対する補正のための構成を新た
に設ける必要をなくすことができ、装置コストを低減することができる。
【００３１】
　また、本発明に係る液晶表示装置は、上記の構成において、上記データ信号駆動部が、
極性反転駆動を行うとともに、一方の極性が継続する期間を複数の水平走査期間とする構
成としてもよい。
【００３２】
　上記の構成によれば、複数の水平走査期間で極性が継続する極性反転駆動が行われるの
で、各走査信号線がゲートオンされるタイミングによって、逆極性のソース信号電圧の影
響を受ける期間が異なることになる。これにより、カップリングによる影響が各走査信号
線で異なることになり、表示ムラが生じることになる。すなわち、このような構成に対し
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ても、表示ムラのない均一な表示を行うことが可能となる。
【００３３】
　また、本発明に係る液晶表示装置は、上記の構成において、上記走査信号線が１以上の
ブロックに分かれているとともに、各ブロックに含まれる走査信号線が、さらに複数のグ
ループに分かれており、上記走査信号駆動部が、上記走査信号線を上記ブロック単位で順
次走査するとともに、各ブロックの走査においては、上記走査信号線の各グループに対す
る走査を順次行うことによって飛び越し走査方式による駆動を行い、上記データ信号駆動
部が、走査が行われる上記走査信号線のグループの切り替わり時点で極性が反転するよう
にデータ信号を上記データ信号線に印加する構成としてもよい。
【００３４】
　上記の構成によれば、飛び越し走査方式の場合、表示上、画素にかかる電圧は１行毎に
極性反転するため、順次走査方式と比べて、フリッカを低減でき、また、上下画素のカッ
プリング容量によるムラも低減できる。上記問題を抑制できることにより、順次走査方式
における極性反転周期の長さにくらべ、飛び越し走査における極性反転周期の長さを長く
しやすいため、消費電力の低減およびデータ信号駆動部の発熱を抑制しやすい。
【００３５】
　また、本発明に係る液晶表示装置は、上記の構成において、上記走査信号線を分割する
ブロックの数が１つである構成としてもよい。
【００３６】
　上記の構成によれば、極性反転する行が画面の端となるため、ムラを目立たなくできる
。
【００３７】
　また、本発明に係る液晶表示装置は、上記の構成において、上記走査信号線を分割する
ブロックの数が２つ以上である構成としてもよい。
【００３８】
　上記の構成によれば、走査信号線が複数のブロックに分かれており、各ブロック単位で
飛び越し走査方式による駆動が行われることになる。この場合、走査信号線全体で飛び越
し走査方式による駆動が行われる場合と比較して、各ブロック内でのグループ間での走査
タイミングの差を小さくすることができる。よって、後述するコーミングの発生を抑制す
ることができるので、表示品位をより良好にすることが可能となる。
【００３９】
　また、本発明に係る液晶表示装置は、上記の構成において、上記走査信号線が１以上の
ブロックに分かれており、上記走査信号駆動部が、上記走査信号線に対して順次走査方式
による駆動を行い、上記データ信号駆動部が、走査が行われる上記走査信号線のグループ
の切り替わり時点で極性が反転するようにデータ信号を上記データ信号線に印加する構成
としてもよい。
【００４０】
　上記の構成によれば、順次走査方式によって駆動が行われるので、飛び越し走査で必要
とされる画像信号の順番の入れ替え処理などを省くことができる。
【００４１】
　また、本発明に係る液晶表示装置は、上記の構成において、上記走査信号線を分割する
ブロックの数が１つである構成としてもよい。
【００４２】
　上記の構成によれば、データ信号線毎にデータ信号の極性が反転する駆動を実現するこ
とができる。また極性反転する行が画面の端となるため、ムラを目立たなくできる。また
、消費電力の低減、およびデータ信号駆動部の発熱の抑制をより効果的に実現できる。
【００４３】
　また、本発明に係る液晶表示装置は、上記の構成において、上記走査信号線を分割する
ブロックの数が２つ以上である構成としてもよい。
【００４４】
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　上記の構成によれば、フリッカとよばれるちらつきの発生を抑制することができる。
【００４５】
　また、本発明に係る液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信するチューナ部とを備え
るテレビジョン受像機を構成することも可能である。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明に係るデータ処理装置は、以上のように、緑色成分の表示が行われる第１画素に
隣接するデータ信号線によって駆動される、青色成分または赤色成分の表示が行われる第
２画素の画素データを取得し、上記第２画素の画素データで示される階調値が０から所定
の第１の値までの間の値である場合に、該階調値を上記第１の値に補正する補正処理部を
備える構成である。これにより、視覚特性として横スジなどの表示ムラが最も目立つ緑色
成分の中間調が均一に表示される場合にも、表示ムラのない均一な表示を、簡素な構成で
液晶パネルに対して行わせることが可能となるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の構成をその表示部の等価回路と共に示
すブロック図である。
【図２】表示部の画素形成部を示す回路図である。
【図３】（ａ）は、ブロック反転駆動方式において各ソースラインの信号電圧の変化によ
るドレイン電圧の変化を示すタイミングチャートであり、（ｂ）は、１行目と９５行目と
に関する同極性の期間および逆極性の期間を示す表である。
【図４】階調電圧と透過率との関係を示すＶ－Ｔ特性図である。
【図５】独立ガンマ補正処理部の概略構成を示すブロック図である。
【図６】フレーム反転駆動方式において各ソースラインの信号電圧の変化によるドレイン
電圧の変化を示すタイミングチャートである。
【図７】フレーム反転駆動方式においてライン毎にドレイン電圧の実効電圧低下量が変化
することを示すグラフである。
【図８】緑中間調ベタ表示の画面内においてグラデーションが発生していることを示す図
である。
【図９】複数ライン反転駆動方式において各ソースラインの信号電圧の変化によるドレイ
ン電圧の変化を示すタイミングチャートである。
【図１０】複数ライン反転駆動方式においてライン毎にドレイン電圧の実効電圧低下量が
変化することを示すグラフである。
【図１１】緑中間調ベタ表示の画面内において１０ラインピッチの横スジが発生している
ことを示す図である。
【図１２】緑中間調ベタ表示の画面内において４８ラインピッチの横スジが発生している
ことを示す図である。
【図１３】液晶パネル内における寄生容量を示すブロック図である。
【図１４】ブロック反転駆動方式においてライン毎にドレイン電圧の実効電圧低下量が変
化することを示すグラフである。
【図１５】独立ガンマ用ＬＵＴの具体例を示す図である。
【図１６】独立ガンマ用ＬＵＴの具体例を示す図である。
【図１７】テレビジョン受像機用の表示装置の構成を示すブロック図である。
【図１８】チューナ部と表示装置との接続関係を示すブロック図である。
【図１９】表示装置をテレビジョン受像機とするときの機械的構成の一例を示す分解斜視
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　本発明の一実施形態について図面に基づいて説明すると以下の通りである。
【００４９】
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　（液晶表示装置の構成）
　図１は、本実施形態に係る液晶表示装置の構成をその表示部の等価回路と共に示すブロ
ック図である。この液晶表示装置は、データ信号線駆動回路としてのソースドライバ３０
０と、走査信号線駆動回路としてのゲートドライバ４００と、アクティブマトリクス形の
表示部１００と、面状照明装置としてのバックライト６００と、そのバックライトを駆動
する光源駆動回路７００と、ソースドライバ３００、ゲートドライバ４００および光源駆
動回路７００を制御するための表示制御回路２００とを備えている。なお本実施形態では
、表示部１００はアクティブマトリクス型の液晶パネルとして実現されているが、表示部
１００がソースドライバ３００およびゲートドライバ４００と共に一体化されて液晶パネ
ルを構成してもよい。
【００５０】
　上記液晶表示装置における表示部１００は、複数本（ｍ本）の走査信号線としてのゲー
トラインＧＬ１～ＧＬｍと、それらのゲートラインＧＬ１～ＧＬｍのそれぞれと交差する
複数本（ｎ本）のデータ信号線としてのソースラインＳＬ１～ＳＬｎと、それらのゲート
ラインＧＬ１～ＧＬｍとソースラインＳＬ１～ＳＬｎとの交差点にそれぞれ対応して設け
られた複数個（ｍ×ｎ個）の画素形成部２０とを含む。これらの画素形成部２０はマトリ
クス状に配置されて画素アレイを構成する。以下では、画素アレイの並びにおけるゲート
ライン方向を行方向、ソースライン方向を列方向と称する。
【００５１】
　各画素形成部２０は、対応する交差点を通過するゲートラインＧＬｊにゲート端子が接
続されるとともに当該交差点を通過するソースラインＳＬｉにソース端子が接続されたス
イッチング素子であるＴＦＴ１０と、そのＴＦＴ１０のドレイン端子に接続された画素電
極と、上記複数の画素形成部２０に共通的に設けられた対向電極である共通電極Ｅｃと、
上記複数の画素形成部２０に共通的に設けられ画素電極と共通電極Ｅｃとの間に挟持され
た液晶層とからなる。そして、画素電極と共通電極Ｅｃとにより形成される液晶容量によ
り画素容量Ｃｐｉｘ’が構成される。なお通常、画素容量に確実に電圧を保持すべく、液
晶容量に並列に補助容量（保持容量）が設けられるが、補助容量は本実施形態には直接に
関係しないのでその説明および図示を省略する。
【００５２】
　各画素形成部２０における画素電極には、ソースドライバ３００およびゲートドライバ
４００により、表示すべき画像に応じた電位が与えられ、共通電極Ｅｃには、図示しない
電源回路から所定電位Ｖｃｏｍが与えられる。これにより、画素電極と共通電極Ｅｃとの
間の電位差に応じた電圧が液晶に印加され、この電圧印加によって液晶層に対する光の透
過量が制御されることで画像表示が行われる。
【００５３】
　なお、本実施形態では、垂直配向方式（ＶＡ（Vertical Alignment）方式）の液晶表示
装置が想定されている。ＶＡ方式の液晶表示装置では、基板間に充填されている液晶は、
電圧が印加されていない状態で基板面に対してほぼ垂直となるように配向する。この状態
では、液晶表示装置に入射した光の偏光面は液晶層中でほぼ回転されない。一方、電圧が
印加されると、液晶は電圧値に応じて基板面に対して垂直となる方向から角度がついた状
態で配向する。この状態では、液晶表示装置に入射した光の偏光面は液晶層中で回転され
る。よって、液晶表示装置の光入射側および光出射側に配置される２枚の偏光板が、その
偏光軸が互いにクロスニコルの関係となるように配置されることによって、電圧無印加時
に黒表示、電圧印加時に白表示となるノーマリブラック表示が実現される。
【００５４】
　ただし、本発明は、このようなＶＡ方式の液晶表示装置に限定されるものではなく、Ｔ
Ｎ（Twisted Nematic）方式の液晶表示装置に対しても適用可能である。また、ノーマリ
ブラック表示に限定されるものではなく、ノーマリホワイト表示にも適用可能である。
【００５５】
　バックライト６００は、上記表示部１００を後方から照明する面状照明装置であり、例
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えば線状光源としての冷陰極管と導光板を用いて構成される。このバックライト６００は
光源駆動回路７００によって駆動されて点灯し、これによってバックライト６００から表
示部１００の各画素形成部２０に光が照射される。
【００５６】
　表示制御回路２００は、外部の信号源から、表示すべき画像を表すデジタルビデオ信号
Ｄｖと、当該デジタルビデオ信号Ｄｖに対応する水平同期信号ＨＳＹおよび垂直同期信号
ＶＳＹと、表示動作を制御するための制御信号Ｄｃとを受け取る。また、表示制御回路２
００は、受け取ったこれらの信号Ｄｖ，ＨＳＹ，ＶＳＹ，Ｄｃに基づき、そのデジタルビ
デオ信号Ｄｖの表す画像を表示部１００に表示させるための信号として、データスタート
パルス信号ＳＳＰと、データクロック信号ＳＣＫと、ラッチストローブ信号（データ信号
印加制御信号）ＬＳと、極性反転信号ＰＯＬと、表示すべき画像を表すデジタル画像信号
ＤＡ（デジタルビデオ信号Ｄｖに相当する信号）と、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰと
、ゲートクロック信号ＧＣＫと、ゲートドライバ出力制御信号（走査信号出力制御信号）
ＧＯＥとを生成し出力する。
【００５７】
　より詳しくは、デジタルビデオ信号Ｄｖを内部メモリで必要に応じてタイミング調整等
を行った後に、デジタル画像信号ＤＡとして表示制御回路２００から出力し、そのデジタ
ル画像信号ＤＡの表す画像の各画素に対応するパルスからなる信号としてデータクロック
信号ＳＣＫを生成し、水平同期信号ＨＳＹに基づき１水平走査期間毎に所定期間だけハイ
レベル（Ｈレベル）となる信号としてデータスタートパルス信号ＳＳＰを生成し、垂直同
期信号ＶＳＹに基づき１フレーム期間（１垂直走査期間）毎に所定期間だけＨレベルとな
る信号としてゲートスタートパルス信号ＧＳＰ（ＧＳＰａ、ＧＳＰｂ）を生成し、水平同
期信号ＨＳＹに基づきゲートクロック信号ＧＣＫ（ＧＣＫａ、ＧＣＫｂ）を生成し、水平
同期信号ＨＳＹおよび制御信号Ｄｃに基づきラッチストローブ信号ＬＳ、ならびにゲート
ドライバ出力制御信号ＧＯＥ（ＧＯＥａ、ＧＯＥｂ）を生成する。
【００５８】
　また、表示制御回路２００は、独立ガンマ補正処理部２１を備えている。この独立ガン
マ補正処理部２１の詳細については後述する。
【００５９】
　上記のようにして表示制御回路２００において生成された信号のうち、デジタル画像信
号ＤＡとラッチストローブ信号ＬＳとデータスタートパルス信号ＳＳＰとデータクロック
信号ＳＣＫと極性反転信号ＰＯＬとは、ソースドライバ３００に入力され、ゲートスター
トパルス信号ＧＳＰとゲートクロック信号ＧＣＫとゲートドライバ出力制御信号ＧＯＥと
は、ゲートドライバ４００に入力される。
【００６０】
　ソースドライバ３００は、デジタル画像信号ＤＡとデータスタートパルス信号ＳＳＰお
よびデータクロック信号ＳＣＫとラッチストローブ信号ＬＳと極性反転信号ＰＯＬとに基
づき、デジタル画像信号ＤＡの表す画像の各水平走査線における画素値に相当するアナロ
グ電圧としてデータ信号Ｓ（１）～Ｓ（ｎ）を１水平期間毎に順次生成し、これらのデー
タ信号Ｓ（１）～Ｓ（ｎ）をソースラインＳＬ１～ＳＬｎにそれぞれ印加する。
【００６１】
　ゲートドライバ４００は、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰ（ＧＳＰａ、ＧＳＰｂ）お
よびゲートクロック信号ＧＣＫ（ＧＣＫａ、ＧＣＫｂ）と、ゲートドライバ出力制御信号
ＧＯＥ（ＧＯＥａ、ＧＯＥｂ）とに基づき、走査信号Ｇ（１）～Ｇ（ｍ）を生成し、これ
らをゲートラインＧＬ１～ＧＬｍにそれぞれ印加することにより当該ゲートラインＧＬ１
～ＧＬｍを選択的に駆動する。このゲートラインＧＬ１～ＧＬｍの選択的な駆動は、走査
信号Ｇ（１）～Ｇ（ｍ）として、選択期間をパルス幅としたゲートオンパルスを印加する
ことによって実現される。なお、本実施形態では、一部の駆動例を除き、各ゲートライン
に印加されるゲートオンパルスＰｗのパルス幅が全て等しくなっている。よって、各画素
に対する充電条件が均一となるので、表示画面全体でより均一な表示が行われることによ



(11) JP 5154651 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

り、表示品位をより良好にすることが可能となる。
【００６２】
　上記のようにソースドライバ３００およびゲートドライバ４００により表示部１００の
ソースラインＳＬ１～ＳＬｎおよびゲートラインＧＬ１～ＧＬｍが駆動されることで、選
択されたゲートラインＧＬｊに接続されたＴＦＴ１０を介して画素容量Ｃｐｉｘにソース
ラインＳＬｉの電圧が与えられる（ｉ＝１～ｎ，ｊ＝１～ｍ）。これにより各画素形成部
２０において液晶層にデジタル画像信号ＤＡに応じた電圧が印加され、その電圧印加によ
ってバックライト６００からの光の透過量が制御されることで、外部からのデジタルビデ
オ信号Ｄｖの示す画像が表示部１００に表示される。
【００６３】
　表示方式としては、順次走査方式（プログレッシブスキャン方式）と飛び越し走査方式
（インターレーススキャン方式）とが挙げられる。順次走査方式は、フレーム反転駆動と
、複数ライン反転駆動とに分けられる。フレーム反転駆動は、１フレーム期間で極性反転
させて順次走査する駆動方式である。複数ライン反転駆動は、複数の水平走査期間で極性
反転させて順次走査する駆動方式である。
【００６４】
　また、飛び越し走査方式は、ゲートラインＧＬ１～ＧＬｍが所定のライン間隔で同じグ
ループとなるように複数のグループに分かれており、各グループに対する走査が順次行わ
れる方式である。飛び越し走査方式は、大きく分けて、全画面飛び越し走査方式と、ブロ
ック反転駆動とが挙げられる。全画面飛び越し走査方式は、１画面単位で飛び越し走査を
行う方式である。ブロック反転駆動方式は、ゲートラインを複数のブロックに分割し、各
ブロック毎に飛び越し走査を行う方式である。
【００６５】
　詳細は以下に示すが、上記のいずれの駆動方式においても、前記した表示ムラは発生す
ることになり、本発明は、上記のいずれの駆動方式に対しても適用可能であり、かつその
表示ムラを低減することが可能である。
【００６６】
　（ブロック反転駆動方式における横スジの発生および対策）
　図２は、表示部１００の画素形成部２０を示す回路図である。画素形成部２０は、ゲー
トラインＧＬｉとソースラインＳＬｉとの交差点に対応して設けられた画素形成部であり
、緑の画素Ｇを形成している。また、画素形成部２０の右隣の画素形成部２０、即ちゲー
トラインＧＬｉとソースラインＳＬ（ｉ＋１）との交差点に対応して設けられた画素形成
部２０には、青の画素Ｂが形成されている。
【００６７】
　また、ソースラインＳＬｉのＴＦＴ１０のドレインと、ソースラインＳＬｉのＴＦＴ１
０のソースとの間に、寄生容量Ｃｓｄ自によるカップリングが生じている。さらに、ソー
スラインＳＬｉのＴＦＴ１０のドレインと、ソースラインＳＬ（ｉ＋１）のＴＦＴ１０の
ソースとの間に、寄生容量Ｃｓｄ他によるカップリングが生じている。
【００６８】
　従って、寄生容量を考慮に入れた画素容量Ｃｐｉｘは、以下に示す（１）式で表される
。
Ｃｐｉｘ＝Ｃｐｉｘ’＋Ｃｓｄ自＋Ｃｓｄ他　　（１）
　ここで、ソースラインＳＬｉを、緑の画素に電圧供給するソースラインＳＬＧとし、ソ
ースラインＳＬ（ｉ＋１）を、青の画素に電圧供給するソースラインＳＬＢとする。また
、緑中間調均一表示が行われている状態において、極性反転前におけるＴＦＴ１０のドレ
インＤの電位をＶとし、極性反転後におけるＴＦＴ１０のドレインＤの電位をＶ’とする
。この場合、以下に示す（２）式が成立する。
Ｃｐｉｘ’（Ｖ－Ｖｃｏｍ）＋Ｃｓｄ自（Ｖ－ＶＳＧ１）＋Ｃｓｄ他（Ｖ－ＶＳＢ１）＝
Ｃｐｉｘ’（Ｖ’－Ｖｃｏｍ）＋Ｃｓｄ自（Ｖ’－ＶＳＧ２）＋Ｃｓｄ他（Ｖ’－ＶＳＢ

２）　　（２）
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　ここで、（２）式の左辺は、極性反転前の電荷の総和であり、（２）式の右辺は、極性
反転後の電荷の総和である。
【００６９】
　また、ＶＳＧ１は極性反転前のソースラインＳＬＧの電位を示し、ＶＳＧ２は極性反転
後のソースラインＳＬＧの電位を示し、ＶＳＢ１は極性反転前のソースラインＳＬＢの電
位を示し、ＶＳＢ２は極性反転後のソースラインＳＬＢの電位を示す。
【００７０】
　（２）式においてＶおよびＶ’を含む項を左辺に、ＶＳＧ１、ＶＳＧ２、ＶＳＢ１およ
びＶＳＢ２を含む項を右辺にまとめると、（３）式が導かれる。
Ｃｐｉｘ’（Ｖ－Ｖ’）＋Ｃｓｄ自（Ｖ－Ｖ’）＋Ｃｓｄ他（Ｖ－Ｖ’）＝Ｃｓｄ自（Ｖ

ＳＧ１－ＶＳＧ２）－Ｃｓｄ他（ＶＳＢ２－ＶＳＢ１）　　（３）
　（３）式において（Ｖ－Ｖ’）でまとめると、（４）式が導かれる。
（Ｃｐｉｘ’＋Ｃｓｄ自＋Ｃｓｄ他）（Ｖ－Ｖ’）＝Ｃｓｄ自（ＶＳＧ１－ＶＳＧ２）－
Ｃｓｄ他（ＶＳＢ２－ＶＳＢ１）　　（４）
　（４）式において両辺を（Ｃｐｉｘ’＋Ｃｓｄ自＋Ｃｓｄ他）で割ると（５）式が導か
れる。
（Ｖ－Ｖ’）＝｛Ｃｓｄ自（ＶＳＧ１－ＶＳＧ２）－Ｃｓｄ他（ＶＳＢ２－ＶＳＢ１）｝
／（Ｃｐｉｘ’＋Ｃｓｄ自＋Ｃｓｄ他）　　（５）
　ソースラインＳＬＧの振幅電圧ＶＳＧはＶＳＧ＝ＶＳＧ１－ＶＳＧ２であり、ソースラ
インＳＬＢの振幅電圧ＶＳＢはＶＳＢ＝ＶＳＢ２－ＶＳＢ１であり、ＴＦＴ１０のドレイ
ンの電圧変化量ＶＳＤはＶＳＤ＝Ｖ－Ｖ’である。また、寄生容量を考慮に入れた画素容
量Ｃｐｉｘは、（１）式で示される。
【００７１】
　これらを（５）式に適用すると、（６）式が得られる。
ＶＳＤ＝Ｃｓｄ自／Ｃｐｉｘ×ＶＳＧ－Ｃｓｄ他／Ｃｐｉｘ×ＶＳＢ　　（６）
　緑中間調均一表示が行われている場合、ドレインの電圧は、上記ＶＳＤの振幅で、極性
反転周期で上下することになる。ここで、ドレインの電圧が上がっている期間を同極性の
期間、ドレインの電圧が下がっている期間を逆極性の期間と称することにする。この場合
、１フレームの垂直走査期間Ｖｔｏｔａｌにおいて、逆極性の期間の総和をＴとすると、
ＴＦＴ１０のドレイン電圧の電圧低下量の実効値である実効電圧低下量ＶＳＤＥは、以下
に示す（７）式で求められる。
ＶＳＤＥ＝ＶＳＤ×Ｔ／Ｖｔｏｔａｌ＝｛Ｃｓｄ自／Ｃｐｉｘ×ＶＳＧ－Ｃｓｄ他／Ｃｐ
ｉｘ×ＶＳＢ｝×Ｔ／Ｖｔｏｔａｌ　　（７）
　このように、寄生容量Ｃｓｄ自および寄生容量Ｃｓｄ他が画素形成部２０内において生
じているので、ソースラインＳＬＧおよびソースラインＳＬＢのソース信号電圧の電圧レ
ベルが変化することにより、実効電圧低下量ＶＳＤＥが各ラインで異なることとなる。
【００７２】
　図３の（ａ）は、ブロック反転駆動方式においてソースラインＳＬＧとソースラインＳ
ＬＢとの信号電圧の変化によるドレイン電圧ＤＧの変化を示すタイミングチャートである
。同図において、ＳＧがソースラインＳＬＧの信号であり、ＳＢがソースラインＳＬＢの
信号である。また、ＤＧ１は１ライン目（１行目）のドレイン電圧であり、ＤＧ９５は９
５ライン目（９５行目）のドレイン電圧である。
【００７３】
　ドレイン電圧ＤＧ１は、図３の（ａ）の（１）のタイミングで立ち上がり、画素容量の
充電を行い、電圧を保持する。また、（１）’のタイミングで極性反転し立ち下がり、再
び画素容量の充電を行い、電圧を保持する。従って、１フレームの垂直走査期間Ｖｔｏｔ
ａｌ＝１２００Ｈ（１２００ライン）の間において、対応する画素形成部２０の画素容量
に充電された電荷の保持を行う。
【００７４】
　ドレイン電圧ＤＧ９５は、図３の（ａ）の（２）のタイミングで立ち上がり、画素容量
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の充電を行い、電圧を保持する。また、（２）’のタイミングで極性反転し立ち下がり、
再び画素容量の充電を行い、電圧を保持する。従って、ドレイン電圧ＤＧ１と同様に、１
フレームの垂直走査期間Ｖｔｏｔａｌ＝１２００Ｈ（１２００ライン）の間において、対
応する画素形成部２０の画素容量に充電された電荷の保持を行う。
【００７５】
　ドレイン電圧ＤＧ１およびドレイン電圧ＤＧ９５の斜線部は、上記の逆極性の期間であ
る。信号ＳＧが（１）’のタイミングで立ち下がり、信号ＳＢが（２）’のタイミングで
立ち下がる。よって、図３の（ｂ）の表に示すように、ドレイン電圧ＤＧ９５は、ドレイ
ン電圧ＤＧ１よりも逆極性の期間が４９Ｈ長くなる。従って、ドレイン電圧ＤＧ９５の実
効値は、ドレイン電圧ＤＧ１の実効値よりも小さくなる。
【００７６】
　（７）式に戻り、ドレイン電圧の実効電圧低下量ＶＳＤＥは、ライン毎に異なり、逆極
性の期間の総和Ｔが長いほど大きくなる。このため、図１４に示されるように各ラインで
の輝度値が４８Ｈ周期で低下と上昇とを繰り返すので、図１２に示されるように緑中間調
単色表示において４８ラインピッチの横スジが発生する。
【００７７】
　図４は、液晶表示装置における、液晶への印加電圧Ｖｇと透過率Ｔとの関係を示すＶ－
Ｔ特性図である。同図に示すように、印加電圧Ｖｇの変化に対して、透過率Ｔに変化が大
きい領域、言い換えれば、Ｖ－Ｔ曲線の傾きが大きい領域では、実効電圧低下量ＶＳＤＥ

の影響を大きく受ける領域となる。
【００７８】
　上記横スジを防止するためには、（７）式においてソースラインＳＬＢの振幅電圧ＶＳ

Ｂを大きくしてドレイン電圧の実効電圧低下量ＶＳＤＥを小さくすることによって、ライ
ン毎の輝度差を小さくすればよい。そこで緑中間調均一表示における横スジ発生レベルに
応じて独立ガンマ補正を行う。以下に一例を示す。
【００７９】
　図１の液晶表示装置では、表示制御回路２００が有する独立ガンマ補正処理部２１にお
いて独立ガンマ補正が行われる。以下に独立ガンマ補正について説明する。
【００８０】
　独立ガンマ補正とは、液晶層に対して印加される電圧と光の透過率との関係を示すＶ－
Ｔカーブの波長依存性を補償するために、各色成分毎に行うガンマ補正である。つまり、
一般的なガンマ補正は、入力階調のそれぞれに対して出力階調を設定することによって、
入力階調の変化と実際の光の透過率との関係を適正にするものであるが、これをＲＧＢの
色成分それぞれに対して独立に行うものが独立ガンマ補正である。
【００８１】
　図５は、独立ガンマ補正処理部２１の概略構成を示している。同図に示すように、独立
ガンマ補正処理部２１は、独立ガンマ用ＬＵＴ２２を備えている。また、図１５および図
１６は、独立ガンマ用ＬＵＴ２２の具体例を示している。同図に示すように、独立ガンマ
用ＬＵＴ２２は、ＲＧＢの各色成分に対して、入力階調（同図の例では０～２５５階調）
と出力階調との関係が設定されたテーブルとなっている。
【００８２】
　独立ガンマ補正処理部２１には、独立ガンマ補正前の画像データとして、ＲＧＢの各色
成分のデータを含む画像データ（Ｒ，Ｇ，Ｂ）が入力される。独立ガンマ補正処理部２１
は、入力された画像データ（Ｒ，Ｇ，Ｂ）から、各色成分のデータを入力階調として抽出
し、独立ガンマ用ＬＵＴ２２を参照して、各色成分ごとに出力階調を特定する。この各色
成分ごとの出力階調が、独立ガンマ補正後の画像データとしての画像データ（Ｒ’，Ｇ’
，Ｂ’）として出力される。
【００８３】
　ここで例えば図２に示されるように、表示部１００において緑の画素Ｇおよび青の画素
Ｂが、この順番で行方向に並んでいる場合、図１５に示される独立ガンマ用ＬＵＴ２２に
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従い、Ｂ階調値の独立ガンマ補正を行うことにより、ライン毎の輝度差を小さくする。よ
り具体的にはＢの階調が０～４（第１の値）であれば、補正後のＢ’の階調を一律に等し
く４（第１の値）とする。
【００８４】
　以上のように、ブロック反転駆動方式において横スジを生じさせるような表示状態を無
くすために、青色成分の階調値が、上記のような独立ガンマ補正によって補正される。こ
れにより、ライン毎の輝度差が小さくなるので、緑中間調均一表示において、横スジの発
生を抑制することができる。この場合、独立ガンマ補正により、Ｂの階調が０～４の場合
にＢ’の階調を一律に等しく４に補正するだけであるので、簡素な構成で横スジの発生を
抑制することができる。
【００８５】
　ここで、上記のような補正を行った場合、コントラストが若干低下するとともに、黒色
度が青色側に若干シフトすることになる。しかしながら、上記の例のような補正であれば
、コントラストの低下量、および黒色度のシフト量は、十分に実用の範囲内であり、表示
品位への影響は少ないことが確認されている。
【００８６】
　なお、表示部１００において緑の画素Ｇおよび赤の画素Ｒが、この順番で行方向に並ん
でいる場合についても、同様に独立ガンマ補正を行い、ライン毎の輝度差を小さくする。
この場合、図１６に示される独立ガンマ用ＬＵＴ２２に従い、Ｒ階調値の独立ガンマ補正
を行うことにより、ライン毎の輝度差を小さくする。より具体的にはＲの階調が０～４で
あれば、補正後のＲ’の階調を一律に等しく４とする。これにより、緑の画素Ｇおよび赤
の画素Ｒが、この順番で行方向に並んでいる場合についても、横スジの発生を簡素な構成
で抑制することができる。
【００８７】
　表示制御回路２００が独立ガンマ補正処理部２１を備えているので、上述した独立ガン
マ補正は、基本的には表示制御回路２００において行われる。ただし、独立ガンマ補正処
理部２１は、表示制御回路２００に備えられているのではなく、表示制御回路２００から
独立して設けられていてもよい。
【００８８】
　なお、上記の例では、１つのソースラインには同じ色成分の画素が接続されている構成
を想定しているが、これに限定されるものではなく、１つのソースラインに互いに異なる
複数の色成分の画素が接続されている構成であってもよい。このような構成であっても、
上記の補正処理を行うことによって、上記のような横スジの発生を抑制することができる
。
【００８９】
　（フレーム反転駆動方式における横スジの発生および対策）
　フレーム反転駆動方式（ソースライン反転駆動方式）では、１フレーム周期で極性反転
しており、ゲートオンのタイミングによって、ドレイン電圧の実効電圧低下量ＶＳＤＥが
異なる。図６は、フレーム反転駆動方式においてソースラインＳＬＧとソースラインＳＬ

Ｂとの信号電圧の変化によるドレイン電圧ＤＧの変化を示すタイミングチャートである。
【００９０】
　図６のタイミングチャートにおいて、１００行目のドレイン電圧ＤＧ１００と、６００
行目のドレイン電圧ＤＧ６００とでは、逆極性の影響を受ける期間が異なり、６００行目
のドレイン電圧ＤＧ６００の方が１００行目のドレイン電圧ＤＧ１００よりも逆極性の影
響を受ける期間が長い。従って（７）式より、ドレイン電圧の実効電圧低下量ＶＳＤＥは

、は、６００行目のドレイン電圧ＤＧ６００の方が１００行目のドレイン電圧ＤＧ１００

よりも大きくなる。
【００９１】
　図７は、フレーム反転駆動方式においてライン毎にドレイン電圧の実効値が変化するこ
とを示すグラフである。各ラインについてドレイン電圧の実効値を算出することにより、
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各ラインの輝度値が求められる。
【００９２】
　図７に示されるように、１フレーム期間において、ドレイン電圧の実効値は、走査され
るタイミングが遅いラインほど小さくなる。よって、１フレーム期間中において輝度が徐
々に低下する。
【００９３】
　従って、図８に示すように、１フレーム期間中に輝度が徐々に低下していることが、緑
中間調均一表示の画面内においてグラデーションとなって表示される。
【００９４】
　このようなフレーム反転駆動方式においても、（７）式においてソースラインＳＬＢの
振幅電圧ＶＳＢを高くしてＴＦＴ１０のドレイン電圧の実効電圧低下量ＶＳＤＥを小さく
し、ライン毎の輝度差を小さくすればよい。すなわち、上記の補正処理を行うことによっ
て、画面内でのグラデーションの発生を抑えることが可能である。
【００９５】
　なお、上記において、ブロック反転駆動方式の飛び越し走査の例を示したが、全画面飛
び越し走査方式においても、上記のフレーム反転駆動方式と同様に１画面単位でのグラデ
ーションのムラが発生する。よって、この場合でも、上記の補正処理を行うことによって
、画面内でのグラデーションの発生を抑えることが可能である。
【００９６】
　（複数ライン反転駆動方式における横スジの発生および対策）
　複数ライン反転駆動方式、例えば１０ライン周期で極性反転させて順次走査する駆動方
式では、ゲートオンのタイミングによって、ドレイン電圧の実効電圧低下量ＶＳＤＥが異
なる。図９は、複数ライン反転駆動方式においてソースラインＳＬＧとソースラインＳＬ

Ｂとの信号電圧の変化によるドレイン電圧ＤＧの変化を示すタイミングチャートである。
【００９７】
　図９のタイミングチャートにおいて、１行目のドレイン電圧ＤＧ１と、１０行目のドレ
イン電圧ＤＧ１０とでは、逆極性の影響を受ける期間が異なり、１０行目のドレイン電圧
ＤＧ１０の方が１行目のドレイン電圧ＤＧ１よりも逆極性の影響を受ける期間が長い。従
って（７）式より、ドレイン電圧の実効電圧低下量ＶＳＤＥは、は、１０行目のドレイン
電圧ＤＧ１０の方が１行目のドレイン電圧ＤＧ１よりも大きくなる。
【００９８】
　図１０は、複数ライン反転駆動方式においてライン毎にドレイン電圧の実効値が変化す
ることを示すグラフである。各ラインについてドレイン電圧の実効値を算出することによ
り、各ラインの輝度値が求められる。
【００９９】
　従って、図１０に示されるドレイン電圧の実効値の変化に従って、１０ラインの間で輝
度が徐々に低下するというサイクルが周期的に繰り返されることになる。この１０ライン
毎の輝度の低下によって、図１１に示すように、１０ライン毎の横スジが発生することに
なる。
【０１００】
　このような複数ライン反転駆動方式においても、（７）式においてソースラインＳＬＢ

の振幅電圧ＶＳＢを高くしてＴＦＴ１０のドレイン電圧の実効電圧低下量ＶＳＤＥを小さ
くし、ライン毎の輝度差を小さくすればよい。すなわち、上記の補正処理を行うことによ
って、横スジの発生を抑えることが可能である。
【０１０１】
　（テレビジョン受像機の構成）
　次に、本発明に係る液晶表示装置をテレビジョン受像機に使用した例について説明する
。図１７は、このテレビジョン受像機用の表示装置８００の構成を示すブロック図である
。この表示装置８００は、Ｙ／Ｃ分離回路８０と、ビデオクロマ回路８１と、Ａ／Ｄコン
バータ８２と、液晶コントローラ８３と、液晶パネル８４と、バックライト駆動回路８５
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と、バックライト８６と、マイコン（マイクロコンピュータ）８７と、階調回路８８とを
備えている。なお、上記液晶パネル８４は、本発明に係る液晶表示装置に対応するもので
あり、アクティブマトリクス型の画素アレイからなる表示部と、その表示部を駆動するた
めのソースドライバおよびゲートドライバを含んでいる。
【０１０２】
　上記構成の表示装置８００では、まず、テレビジョン信号としての複合カラー映像信号
Ｓｃｖが外部からＹ／Ｃ分離回路８０に入力され、そこで輝度信号と色信号とに分離され
る。これらの輝度信号と色信号は、ビデオクロマ回路８１にて光の３原色に対応するアナ
ログＲＧＢ信号に変換され、さらに、このアナログＲＧＢ信号はＡ／Ｄコンバータ８２に
より、デジタルＲＧＢ信号に変換される。このデジタルＲＧＢ信号は液晶コントローラ８
３に入力される。また、Ｙ／Ｃ分離回路８０では、外部から入力された複合カラー映像信
号Ｓｃｖから水平および垂直同期信号も取り出され、これらの同期信号もマイコン８７を
介して液晶コントローラ８３に入力される。
【０１０３】
　液晶コントローラ８３は、Ａ／Ｄコンバータ８２からのデジタルＲＧＢ信号（前記した
デジタルビデオ信号Ｄｖに相当）に基づきドライバ用データ信号を出力する。また、液晶
コントローラ８３は、液晶パネル８４内のソースドライバおよびゲートドライバを上記実
施形態と同様に動作させるためのタイミング制御信号を、上記同期信号に基づいて生成し
、それらのタイミング制御信号をソースドライバおよびゲートドライバに与える。また、
階調回路８８では、カラー表示の３原色Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの階調電圧が生成され、それ
らの階調電圧も液晶パネル８４に供給される。
【０１０４】
　液晶パネル８４では、これらのドライバ用データ信号、タイミング制御信号および階調
電圧に基づき内部のソースドライバやゲートドライバ等により駆動用信号（データ信号、
走査信号等）が生成され、それらの駆動用信号に基づき内部の表示部にカラー画像が表示
される。なお、この液晶パネル８４によって画像を表示するには、液晶パネル８４の後方
から光を照射する必要がある。この表示装置８００では、マイコン８７の制御の下にバッ
クライト駆動回路８５がバックライト８６を駆動することにより、液晶パネル８４の裏面
に光が照射される。
【０１０５】
　上記の処理を含め、システム全体の制御はマイコン８７が行う。なお、外部から入力さ
れる映像信号（複合カラー映像信号）としては、テレビジョン放送に基づく映像信号のみ
ならず、カメラにより撮像された映像信号や、インターネット回線を介して供給される映
像信号等も使用可能であり、この表示装置８００では、様々な映像信号に基づいた画像表
示が可能である。
【０１０６】
　上記構成の表示装置８００でテレビジョン放送に基づく画像を表示する場合には、図１
８に示すように、当該表示装置８００にチューナ部９０が接続される。このチューナ部９
０は、アンテナ（不図示）で受信した受信波（高周波信号）の中から受信すべきチャンネ
ルの信号を抜き出して中間周波信号に変換し、この中間周波数信号を検波することによっ
てテレビジョン信号としての複合カラー映像信号Ｓｃｖを取り出す。この複合カラー映像
信号Ｓｃｖは、既述のように表示装置８００に入力され、この複合カラー映像信号Ｓｃｖ
に基づく画像が当該表示装置８００によって表示される。
【０１０７】
　図１９は、上記構成の表示装置をテレビジョン受像機とするときの機械的構成の一例を
示す分解斜視図である。図１９に示した例では、テレビジョン受像機は、その構成要素と
して、上記表示装置８００の他に第１筐体８０１および第２筐体８０６を有しており、表
示装置８００を第１筐体８０１と第２筐体８０６とで包み込むようにして挟持した構成と
なっている。第１筐体８０１には、表示装置８００で表示される画像を透過させる開口部
８０１ａが形成されている。また、第２筐体８０６は、表示装置８００の背面側を覆うも
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下方に支持用部材８０８が取り付けられている。
【０１０８】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１０９】
　また、本願では説明の便宜上、列方向にデータ信号線、行方向に走査信号線と関連付け
ているが、画面を90°回転した構成なども含まれることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明に係る液晶表示装置は、例えばパーソナルコンピュータのモニターやテレビジョ
ン受像機など、各種の表示装置に適用できる。
【符号の説明】
【０１１１】
１０　ＴＦＴ
２０　画素形成部
２１　独立ガンマ補正処理部
２２　独立ガンマ用ＬＵＴ
３０　補正回路
３１　バッファ
３４　補正量格納部
３５　加算器
８０　Ｙ／Ｃ分離回路
８１　ビデオクロマ回路
８２　Ａ／Ｄコンバータ
８３　液晶コントローラ
８４　液晶パネル
８５　バックライト駆動回路
８６　バックライト
８７　マイコン
８８　階調回路
９０　チューナ部
１００　表示部
２００　表示制御回路
３００　ソースドライバ
４００　ゲートドライバ
６００　バックライト
７００　光源駆動回路
８００　表示装置
８０１　第１筐体
８０１ａ　開口部
８０５　操作用回路
８０６　第２筐体
８０８　支持用部材
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